
続 大 学 寮 覚 書

一高明士氏の批判に答える

久 木 幸 男*

Notes on Daigakuryo^ (NationalUniversity

in Ancient Japan) ,
Continued

yukio HISAKI*

序

やや旧聞に属するが,台湾大学教授高明士民の学位請求論文(東京大学)が,
『唐代東亜

教育圏的形成一束亜世界形成史的一側面』と題して公刊された(198蜂1月･国立編訳館中

華草書編者委員会刊)o本文500真の大著である｡同氏の前著『日本古代学校教育的興衰与中

国的関係-中国教育文化圏在東亜之形成的研究之-』(1977年3月)で示された,中国教育

の古代日本への影響という視点を拡大し･叙述を整え論旨を深めた力作であるoすなわち,

一方には漢より唐に至る中国学校教育の発展を跡づけるとともに,他方,日本のみならず
朝鮮,べけム,高昌,樹海等,古代東アジア世界全体に視野を拡げて,これら諸国に及

んだ中国教育の影響が克明に分析されている.周知のように比較教育史ないし教育交沫史

の研究は,近代に関してほわが国でも著しい進展が認められ,比較教育史研究会の研究報

告書｢比較教育史の総合的研究+ (1980-82年)が公刊されたはか･同研究会メンバーによ

るシリーズ｢異文化接触と日本の教育+全8巻の刊行が進んでいる1'oただ前近代につい

てほほとんど未開拓であり2',高氏の近著がわが国学界に好刺激を与えることが期待され

る,o

.古代東アジア世界全体に広く深く目を配った高氏近著を巨細紅論評することほ･視野狭
小の筆者の任でほなく,本稿ももとよりそれを試みようとするものでほないoただ同書で

はわずか2か所ながら拙説に対して批判されているので,不十分ではあるけれどもそれに

答えたいと思う｡

高氏は先の『日本古代学校教育的興衰与中国的関係』 (以下前著と略称)において,拙著

『大学寮と古代儒教』(196時3月｡以下旧著と略称)に対し8点にわたって批判を加えられ

た.それに対してほ拙稿｢大学寮覚書+ (本紀要19集･ 1978年11月o以下前稿と略称)で逐一お
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答えしたoその8点とは, ①大学寮創設年次の問題, ②南朝･朝鮮学制の影響, ③得業生

の性格･ ④739年の式部省蔭子孫入学問題, ⑤学生給食の問題, ⑥伝生の性格, ⑦弘文院

の性格, ⑧頻三下の適用範囲,である.そのうち⑤については旧著に史料の見落しのある

ことを発見したので拙説の誤りを認めたが,他の7点に関しては旧著の主菜が誤っていな

いことを論証しようと努めた｡ところが高氏は今回の『唐代東亜教育圏的形戯(以下近著

と暗称)において, ①③に関して前稿を批判された｡批判されたのほわずか2点であるが,

近著で日本について論じた下篇第2章日本古代的学校教育45真のうち,約10貢が前稿批判

に当てられている.高氏が①③の論点を非常に重視されていることがうかがわれる.氏の

重視されるところを黙殺することは,かえって非礼に当るとも思われるので,再度氏の批

判紅お答えすることにしたoなお近著で取り上げられなかった②④⑥⑦⑧の5点について

ほ前稿拙説を認められたのか,それとも再批判を保留されたのか必ずしも明らかでない｡

もし後者なら,磯を見て再度のご批判を頂きたいと思う｡

注

1) 1987年4月までに･石附実『教育博物館と明治の子ども』木村力雄『異文化遍歴者森有礼』

のこ点が刊行をみている｡

2)わが国近世の藩校を東アジア史的視野からとらえなおすべきことが多賀秋五郎氏によって提起

され,林友春氏ほ中国の書院が藩校に及ぼした影響を論じているが(多賀秋五郎｢東アジア的視

野よりみた藩学の基礎的･総合的研究+,林友春｢中国の書院教育と藩学+, 『藩学史研究』1号,

1981年4月｡多賀秋五郎編著『藩学史研究』 1986年10月に再録),比較教育史研究ほ前近代に関
してはまだ緒についたばかりの状態にある｡

高氏が近著において拙説を再批判されたのほ上記の如く2問題についてであるが,両問

鹿ともそれぞれいくつかの論点を含んでいる｡そこでまず大学寮創設年次問題に関する高

氏説と拙説との対立点がどこにあるかを整理し,氏の拙説批判の当否について検討する｡

対立点の整理についてはできるだけ筆者(-久木)の主観の混入を避けるため,高氏の要

約1)の線に沿って進めたい｡

高氏ほ前著自説の要点を次のようにまとめられている｡

(-)日本における学校ほ, (1)近江令制定の668年(天智7)令制上における学校制度が

創設され, (2)670年(天智9)学官が設置され, (3)675年(天武4｡ただしこれは後述の如

く674年の誤記)学生を｢招収+して課業を授けた｡ (4)学校創設過程を考えるに当ってほ,

｢形式意義的学校+の成立,つまり学校制度の制定と, ｢実質意義的学校+の出現,つまり

実際の開校とを区別することが必要で, 668年は｢形式意義的学校+の始まる年であり,

675年に至り｢実質意義的学校+が成立した｡ 276年から293年にわたった西晋国子学創設

過程をみても｢形式意義的学校+と｢実質意義的学校+とは同時に出現するものとは限ら

ず,このことほ大学寮設立が66時に始まり675年に完了したとする高氏説を補強するもの

である｡

(二)創設当初から学校名は大学寮であって,鬼室集斯が就任した学職頭ほ単に｢学校数



統大学寮覚書 91

聴長官+でト校之長+を指すものではなく,従って学職ほ｢学校初創之名+ではないo

叙上の高氏説を批判した前稿拙説は,高氏によって次のように要約されているoやや正

確を欠くかと思われる点もあるが,そのことについては後述にゆずり,高氏による要約を

次に摘記する｡

(-)久木は依然として, 670年に(1)学校が創設され, (2)学官がおかれ･ (3)学生が

｢招収+されたと主菜している. (4)形式意義の学校と実質意義の学校とを区別する必要

はなく,近江令制定の668年は学校創設の年とみることはできないし,西晋国子学の例も

｢異例+にすぎない｡

(二) ｢学職+の｢職+は後世の｢寮+に当り, 『天武紀』『持統紀』の｢『大学寮』の事+

を無批判をこ信じるのは危険であって,創設時の学校名はやはり｢学聴+であるo

以上のように高氏説･拙説をまとめた上で,高氏ほ前稿拙説を批判されるのであるが･

批判の中心ほ(-)の(4)およぴ(二)をこおかれている.前著について高氏ほ, (A)西晋国子

学の設立過程が極めて長期にわたったことを別にくわしく論じるとともに, (B)前稿持説

がこのケースを｢むしろ異例というべきではなかろうか+としたことを反駁して,決して

｢異例+でほない主一主菜される｡(C)後者については｢学+ ｢職+の語義･用例をさまざま

の事例に即して検討した上で,学職頭ほ｢学校教職の長官+とも, ｢学官(鰭) (とくに大学

寮を指す)の長官+とも解することが可能で, ｢あえて断定しない+が, ｢学職を以て学校

初創の名称とするべきでないことを確信する+と述べ, ｢古代学校初創的名称+ほやほり

大学寮であると結論されている｡

高氏が前稿拙説のうち大学寮創設年次問題に関して提起された論点は以上の(A)-(C)

にほぼ尽きるが,氏が比較的軽くふれられている事柄であっても看過できない問題もある

ので,それらを(D)とし,最後に得業生の性格に関する問題を(E)として,以下(A)-

(E)の順に,高氏近著の所説を検討していきたい｡なおここで,史料や関連先行研究の利

用･援用の仕方に閲し本稿と前稿とでは多少相違する点があることに,一言ふれておきた

い｡前稿では旧著拙説の誤りを訂正する場合を除いて,旧著で用いなかった史料の利用や

研究文献の援用を原則として避けるように努めた｡新史料･新文献によって拙説を補強す

るのでほなく,旧著に対する諸批判の当否を,できるだ桝日著の論証の仕方に即して,検

討したいと考えたからである2'｡しかし高氏近著は･前著で使用されなかった新史料や参

照されなかった研究文献を用いて自説の補強を試みておられるので,本稿でもそれに対応

する仕方を採用する｡

(A)西晋国子学の設立過程 高氏ほ西晋国子学が段階的に設立されたと論じ この議論

に基づいて氏のいわゆる｢形式意義的理論+を提起し,この｢理論+に依拠して大学寮の

段階的成立を主張されるわけであるが,前稿でもふれたように｢形式意義の学校+と｢実

質意義の学校+とが論理的に区別し得るものであることほ,改めていうまでもないところ

である.また一般的にいって,法令の制定発布とその施行とが厳密に同時になされないこ

とも,恐らく古今東西を通じてしばしば見られるところである｡高氏の｢形式意義的理

袷+紘,もちろんこうした一般論に｢理論+の名を冠せられたものではなく,学校の設立

が段階的になされることがあるということを｢理論+として主張されたものであろうoそ
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の確かな事例とされているのが西晋国子学の場合であるが,前著ではあまり詳しく述べて

おられず,従って前稿でもとくに検証対象とはしなかった.ところが近著では約9真にわ

たって詳細13:論述があるので,高氏の主張をまず聞いてみたい｡そのアウト･ラインは恐

らく次のように要約できるであろう3).

(i)268年(泰始4)の春始令にほ学令が存在するので,西晋の国子学ほこの年に｢建

立+されたと考えられる｡しかしそれほ｢形式意義之学校的建立+,すなわち｢令制上,

其の制度が建立+されたにすぎず,国子学の施設が設けられたことを意味しない｡

(ii)この学令の親定に基づいて国子学の施設が設けられたのは276年(成寧2)であるo

『晋書』巻3,武帝紀はこの年｢立国子学+とし, 『朱書』巻14,礼志は同じく｢起国子

学+とするが,成立の早い『宋書』の表現に従うなら, ｢起国子学+とほ, ｢学館を建築す

ることを指して言う+ことが明白である｡

(iii)『晋書』巻24,職官志ほ, 278年(成寧4) ｢初立国子学+というが,これは学官を

｢定置+したことを意味する｡

(iv) 『南斉書』巻9,礼志の曹思文｢上表+に, 293年(元康3) ｢始立国子学,官晶第

五以上,再入国学+とみえるのほ,この年｢学生を招収することを開始+したことを意味

し, ｢実質意義的学校+はここに完成したということができる｡

以上のうち(ii)-(iv)紘,前著における所説を,それぞれ典拠を示して詳細に敷街され

たものであるが, (i)は近著で始めて提示されたとこ･ろで,これに従えば西晋国子学ほ

｢形式意義之学校的建立+から｢実質意義的学校+の完成まで,足かけ26年を要したこと

になる.とくに(iii)と(iv)の間にほ15年の間隔があり,施設も学官もととのいながら一世

代の半ばに当る期間学生が｢招収+されなかったというのは,すこぶる奇異の事柄である｡

その間どのような事情があったと考えられるのか,高氏は全くふれておられないので論じ

ようがない｡従ってこのことについてほ当面保留することとし,以下(i)-(iv)について

逐次吟味してみよう｡

(i)奉始令に学令が存在したことは確かであるが,単にそのことのみを理由にして国子

学の塊定が寮始令に含まれていたということはできない｡学令はもとより学校の存在を前

提にしてはいるけれども,学校即国子学とほ限らないからである｡泰始令制定に先立つ

267年,太学がすでに存在した明証がある4).ところが『太平御覧』に収載された晋令逸文

に｢博士余滴,掌国子学,而国子生師事祭酒,執経書巾単衣,終身致敬+という条文がみ

える5)｡高氏も学令の一条として｢博士祭酒掌国子生師事｡祭酒執経,葛巾単衣,終身致

敬+を引用しておられるが,高氏引文でほ｢掌国子生師事+の意味が明瞭でないのみなら

ず,祭酒が｢葛巾単衣+を身につけるというのも不可解である｡ 『太平御覧』収載文の方

を採るべきであろう.後者に依った場合,博士祭酒の職掌と国子生の任務とを規定したこ

とが明らかなこの条文は,学令よりも吏員令の一項とみるのが適切でほないかと思われる.

仁井田隆氏が復原した唐の学令13か条中に｢掌+の語ほ全くみえず,職員令に専ら現われ

ていることも,恐らくその傍証になる6)｡要するに泰始の吏員令には,国子学･博士余滴

(高氏は国子祭酒と同義とされるが,従うべきであろう)･国子生の規定があったということに

なるのであるが,高氏は上記のほか晋令逸文4か条(その中には吏員令に属すると思われるも
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の,学令に含まれるとみられるものがある)を引いて,学官の任用･学生の任官･地方の小学

設置等の規定がそこに見られるとしておられる.この点を含め(i)に関する高氏所説は,

その論証過程は別として,結果としては承認されてよいのではないかと思われるo

(ii)これに対して, 276年に国子学の施設が始めて建てられたとする高氏説の根拠は,

かなり薄弱なように見うけられるo成立時期の古さを唯一の根拠として高氏が依拠された

『宋書』は,多賀秋五郎尉こよれば｢欠陥が多い書とされ,また,後人の改編や増減があ

る+という7,｡その欠陥の一つとして多賀氏は･西晋国子学について｢起国子学+｢晋初後

置国子学+S,という, ｢首肯できない+矛盾した記述が『宋書』に存在することを指摘され

ている｡高氏は｢起国子学+の記述を引かれたが･ ｢晋初夜置国子学+という記述にほ全

く言及されていない｡一体高氏は(ii)-(iv)に引用された『晋書』
『朱書』『南斉書』の諸

記述を｢並不衝突+と見なしておられるのであるが,同じく『宋書』にみえる矛盾した上

の二記事も,また｢不衝突+とされるのであろ′うかoそれとも｢当採用+とされた『宋書』

が｢欠陥が多い書+であることを認められるのであろうかo

高氏所説の根拠の不確かさは, ｢起国子学+の｢起+を｢建築する+という意味に限定

解釈された点にも求められる｡高氏はこの解釈が『通典』巻53･礼典や,呂思勉『両晋南

北朝史』 (1969年)に基づくものであることを注記しておられるoしかし｢起+の唯一の意

味が｢建置屋宇+でないことほいうまでもない｡訓話の問題に深入りする能力も意図もな

いが,試みに叙上の意味の｢起+の用例を拾うと,
｢上起神屋+ (『漢武故事』),｢明帝欲起北

育+ (『東観漢記』),｢青竜三年,起大極殿+ (『貌略』)など多くの例を見出すことができる9'o

しかし一方には,同じく｢建置屋宇+の意味で｢立+ (｢都城西北立台+,『郭中記』),｢造+(｢造

万金堂於西国+, 『続漢書』),｢興+ (｢乃興平楽+, 『平菜館銘』),｢修建+ (｢漠桓帝修建畳字+I 『頼郷

記』)など｢起+以外の文字が使われている例もすこぶる多い10'oこれらの諸例に徹する限

り, ｢起+を｢建置屋宇+と一義的に解することはできないのである｡

(iii)278年に国子学の学官,すなわち国子祭酒(博士祭酒) ･国子博士･助数等が｢定置+

されたとする高氏説は, (ii)以上に成立し難いのでほないかと思われるoこの年以前に学

官であったことが明らかな人物の例が,高氏自身の記述の中に2例見出されるからであるo

その一例は｢成寧初+に｢猶任国子祭酒+じていたと高氏が述べている劉毅であり,他の

一例ほ成寧3年(277)の詔によって｢宜訓導国子+と命ぜられたことを高氏が明らかにさ

れた庚純である｡成撃という年号は5年で終っているので,劉毅が国子祭酒であった｢威

寧初+とは威寧元年ないし2年,すなわち275年ないし276年であるoしかも彼はこの時奈

酒に新任したのではない｡これより免坐事免官となり,この年祭酒に復任したのである

から11,,その初任ほ270年(泰始6)前後まで遡り得る可能性があるoこの任命が泰始令の

規定に依ったものであることほ,高氏のいわれる如くであろうoもっとも高氏ほ祭酒の職

掌ほ｢起初或係薫僻事宜+と推測しておられるが(推脚の根拠ほ示されていない),前真にあ

げた吏員令逸文から知られる限りでは,禁酒職掌ほ｢掌国子学+であるo高氏推翻の,天

子の顧問的役割を併せて有していたかもしれないが,劉蒙の条酒就任が高氏のいわれるよ

ぅに泰姶令に基づくものであった以上,吏員令規定の職務に彼が携っていたことほ間違い

ないであろう｡
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一方庚純が成寧3年詔によって任命された職は, ｢訓導国子+の語からみて国子博士と

見なし得る余地もあるが,やはり高氏推定のとおり祭酒だったとするべきであろう｡彼が

278年に禁酒であったことは高氏の明らかにされたとおりだと思われるからである｡とこ

ろが庚純ほ,司空貸売と争って-たん免官され,のちに｢復以純為国子祭酒+という事実

がある12'｡貿充が司空だったのほ275-276年のことなので13',庚純はこれより以前に祭酒

に任ぜられており,この時-たん免官,その後復任したものであろう.前記成寧3年詔は,

この復任の際のものだったかもしれない｡以上をまとめると, 270年前後に劉毅が祭酒に

任ぜられ,その免官のあとをうけて庚純が就任,庚純が免官になった275-276年頃劉毅が

復任,次いで277年廃絶が復任したということになる｡

国子博士に就任した人物についてほ高氏ほ全く述べておられないが,成寧初,つまり

275-276年萌,菅志が国子博士になっている事実がある14'oのち祭酒に遷任しているが,

それほ斉王政が大司馬に任じた282年(太康3)1S)にわずかに先立つ頃のことであったよう

である｡

叡上のように管見の限り祭漕初任が270年質,国子博士初見が275-276年頃であるとす

ると, 278年に始めて学官が｢定置+されたとする説ほ,もちろん成り立たないことにな

る｡この説の典拠とされるのは『晋書』巻24,職官志の次の記述であるが,これまでに明

らかになった事実とこの記述とほ全く相反する｡

晋初東貌制,置博士十九人｡及成寧四年,武帝初立国子学,定置国子禁酒,博士各一

人,助教十五人,以教生徒｡博士皆取履行清淳,通明典儀老,若散騎常侍,中書侍郎,

太子中庶子以上,乃得召試.及江左初,減為九人｡元帝未,増儀礼,春秋公羊博士各一

人,合為十一人｡後増為十六人,不夜分掌五経,而謂之大学博士也｡孝武太元十年,損

国子助教員為十人｡

両者の整合をあえて求めようとすれば, (a) ｢成寧四年+を｢泰始四年+の誤記とみな

して改めるか, (b)泰姶令にほ規定がなかったかもしれない｢助教15人+の設置による国

子学の整備を｢立国子学+の内容と考えるか, (c)冒頭部分を｢晋初承親御,置博士十九

人,及威寧四年｡+と,句読点を改めて読みかえるか,の三つの方途が考えられる｡この

うち(a)によれば国子学が設けられ学官が置かれたのほ春始令による,ということになり,

上乗明らかになった諸事実とに整合するが, ｢威寧+を｢春始+の誤りとするのは悪意的解

釈だとの散りを免れない. (b)の助教15人設置は確かに国子学の整備には違いないが,助

教ほ晋に始まるものでほなく貌の太学にも助教があったので16',これを｢初立+と呼ぶの

紘,やほり無理であろうo (c)に対しても窓に句読点を改めたとの批判があるかもしれな

いが,原文にほもともと句読点はないはずである｡その上職官志ほ職官の沿革を記す紅当

って,帝号･年号の順に書いていることが多い17'｡従って｢成寧四年+が｢初立国子学+

にかかるなら｢武帝成寧四年初立国子学+と書くべきであろうが,そうなっていないのほ,

｢威寧四年+を上文にかけて読むペきことを意味すると思われ,決して悪意的に句読点を
○

改めたことにはならないであろう｡またこのように読めば,上引文冒頭の一節ほ｢晋初承
0

親御--及威寧四年+という構文になり,文章表現上も無理がないと思われる｡

『宋書』巻14,礼志の｢晋武帝泰始八年,有司奏,太学生七千余人,才任四晶聴留｡詔,
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己試終者留之,其余遣還郡国｡大臣子弟堪受教者,令入学+という記事によると,泰始8

年(272)から大学の縮少-大学生の淘汰が始められていることが知られる｡太学生の減員

ほ太学博士のそれを伴ったほずであるが,それには恐らく数年を要したであろう｡大学博

主19人という晋初の体制が278年までつづいたとする(c)の読みほ,このことに照らして

も妥当性をもつといってよいであろう｡

iv)293年に国子学が学生を｢招収+し｢課を授くることを開始+したとする高氏の説も,

非常に疑問が多い.高氏が庚純の祭酒任命を示す史料とされた成寧年3詔には,明らかに

｢宜訓導国子+とある｡国子ほ｢国子学生+,訓導ほ｢授課+と解するのが穏当であるから,

高氏提示のこの史料によれば, 277年当時すでに学生が｢招収+され, ｢授課+がなされて

いたということにならざるを得ない.国子を｢国子学生+でほなく貴族子弟の汎称と見る

余地も皆無でほないが,高氏自身は成寧3年詔が祭酒の任務とした｢訓導国子+は晋令逸

文(本稿90京)の規定と同じ つまり詔のいう国子は後者の国子生と同じだと解しておら

れるoつまり高氏が使用された史料,成寧3年詔を氏の解釈に従って読む限り, 277年に

ほ国子学生が存在し,彼らに対する｢訓導+も行われていたということになり,高氏所説

が氏自身によって否定されるという奇妙な結果に陥っている.

奇妙といえば,前貢所引『晋書』職官志のうち｢以教生徒+の4字を高氏が読み落され

ているのも,すこぶる不思議である｡通常の-従って高氏も採用された読み方によれば,

祭酒･博士･助教が｢定置+され, ｢以教生徒+えたのは278年ということになる｡もっと

も筆者(久木)は上記(c)説を妥当と考えるので, 278年が｢以て生徒を教+えることの始

った年とはみなさないが,むろん高氏の293年説に左担するものでほない｡遅くも277年に

は国子生が存在したことが上述のように確かである上に, 275年雫国子生であったと推定

される人物が存在するからである｡

その人物とは西晋(266-385)初期に国子学に入学,しかも｢少遊国学+んだとされる束

菅である｡ ｢少遊+の｢少+が晋令声調令にいう｢小+,つまり12歳以下を指すのか,ある

いほ日本養老令が｢少+,晋令が｢次T+とする15歳ないし16歳以下をいうのか,それと

も漠然と｢若年+の意味であるかは明らかでない1S'｡恐らく15-16歳から20歳以下とみて

大過ないであろう19'.ただ彼の入学年時はその伝にも明記されていないが,次のようにそ

れを推測する材料となり得る記述が伝中に含まれている20'｡

⑦国子学在学中,博士曹志に好学者と認められる｡ ㊥孝廉･茂才(秀才)に察拳された

が,政界の有力者石堂に疎まれ,太康中(280-289)郷里に閑居する｡ ㊦太康2年(280,

尭に発掘されていた竹筒21'を解読し,著作から尚書郎に遣る. ㊤石堂死後,司空栗華のも

とで賊曹属となるo ⑳相国連王倫に記室となることを求められるo 6)病気を理由に託宣を

辞し門弟を教授したが, 40歳で死去｡

このうち①㊤㊤◎の年時ほ束暫伝に記されていないが,いずれも推定可能である｡先述

のように曹志が国子博士であったのほ275-282年頃のことであるが,束暫ほすでに281年

にほ著作であったことが㊦から明らかなので,結局①ほ275-280年のことと考えられるo

また㊤の石壁の死亡ほ294年,張華の司空在任ほ296-300年であることが明らかなので,

㊤ほ296-300年であるo ⑳の趨王倫の相国就任ほ300年(301年死)であるが21',菅ほごく
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第1未 来菅の経歴とその推定年齢

聖葦l霞75-28｡講習8.-289年)
居 竹筒解読 賊曹属就任 適王記重

(281年)
-(296-300年)

(300年)

260年
15-20歳l20-29歳21歳

36-40歳 40歳

265年 10-15歳
15-24歳l16歳I31-35歳35歳

短期間で記室を辞し,その後間もなく死亡している｡それゆえ, ◎死亡したのほ300-305

年頃であろう｡そして◎から逆算すると,推定生年ほ260-265年頃と考えられる｡以上を

まとめると上表のようになるが,推定生年を260年とみた場合経歴と年齢との間に目立っ

た不合理ほ生じない｡しかし生年を265年と推定すると,竹簡解読,著作在任が16歳のこ

ととなり,この推定に無理があることが判る｡結局束暫の生年ほ260年輿,入学は275年頃

とみるのが適切であろう｡なお彼の父･祖父はともに太守であって｢並有名誉+といわれ

た家柄の出身である｡束菅ほ国子学-の入学資格を当然有していたであろう｡前真に引い

た春始8年詔の後半｢大臣子弟堪受教者,令入学+を国子学-の入学資格を定めたものと

見なし得るなら,束暫は大臣-高官の子弟として,入学資格があったほずである｡

もっとも泰始8年詔後半は,高官子弟の大学入学を勧めるものと解することができ,高氏

もそのように解釈しておられる｡しかしとの詔前半が太学の縮少･削減を意図しているこ

とは前述のとおりであるから,それと相反するような高官子弟の入学勧奨を後半で行なう

のは矛盾である｡ただ当時の太学生は｢一般庶民を中心+としていたと考えられているの

で23),この詔ほ太学からの｢庶民+の排除(前半)と貴族の進出(後半)をはかったものと

考えることも可能である｡ ｢此時約数育不遇在保障特権子弟+といわれる高氏もこの考え

に立っておられるようである.武帝がこの詔において貴族教育の振興を企図したこ阜は確

かだとしても,単にそのためだけならすでに泰始令に規定があり, 270年頃に禁酒も任命

されていた国子学を活用しなかった理由は説明し発いであろう｡この点を考慮に入れると,

詔の前半ほ大学(｢庶民+教育)の縮少を,後半ほ国子学の活用(貴族教育の振興)とそのた

めの国子学の整備,具体的には国子学入学資格の規定を,試みたものと見ることができるo

そしてこうした文脈から眺めると,嘗思文｢上表+が｢始立国子学+の年とした293年は,

｢大臣子弟+というやや漠然とした入学資格を, ｢官晶第五以上+と厳密化した年,民衆や

下級貴族との問に画された一線をいっそう太いものにした年であり,こうした意味での貴

族学校としての国子学がその地位を確定したという点において｢始立国子学+の年だった

のである｡ 293年に至って始めて国子学生が｢招収+されたり授業が始められたのではな

い｡

以上,近著において高氏が述べられた西晋国子学の設立過程を順次検討してきた｡高氏

所説(i)-(iv)のうちその結論が首肯されるのほ(i)のみである. 268年の泰始令ほ国子

学の規定をもつものであり,氏のいわゆる｢形式意義的学校+の成立をこの年に求めるこ

とができる｡しかし｢実質意義的学校+が実現していく過程は氏の主張とほ相当異なり,

270年前後に祭漕が任命され, 272年にほ一応の入学資格が定められ, 275年にほ国子博士･

国子学生がいたことが明らかになった｡ただ施設に関してほ276年創建とされる高氏説が
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確かな根拠に基づいていないことは明白であるが,.その正確な年時を明らかにすることは

できなかった.しかし275年にすでに教官･学生が存在した以上,この年以前に｢建置畳

字+が完了していたことは疑えないであろう｡

注

1)高氏,近著, p.362f.

2)例えば旧著で参看し待なかった小島憲之『国風暗黒時代の文学』上(1968年10月)紘,大学寮

が朝鮮･南朝学制の強い影響をうけていることを主張した拙説を補強し得る有力な文献であるが･

前稿ではあえてふれなかったo

3)高氏,近著, p. 128f.

4) 『晋書.丑巻9礼志に｢黍始3年--詔太学及魯国+とみえるo

5) 『太平御覧』巻236,職官戟34,国子条潜｡

6)仁井田匪『唐令拾遺』 (1964年9月) p. 265ff, p.-128ff･

7)多賀秋五郎｢儒教主義学校体系の形成+ (多賀秋五郎編著『中世アジア教育史研究』 1980年1

月,p.63)

8) 『宋書』巻39,百官志o

9) 『芸文額束』巻6】.,居処部,

10) 『芸文類衆』巻62,屠処部,

ll)

12)

『晋書』巻54,割安伝.

『晋書』巻50,庚純伝｡

総裁居処o巻62,居処部,殿o

台｡巻63,居処部,塗,館｡巻64,居処部,宅舎｡

13) 『晋書』巻3,武帝紀｡

14) 『晋書』巻50,曹志伝｡

15) 『晋書』巻3,武帝紀｡

16) 『三国志』巻2,貌書2,文帝紀｡

17)本稿引用部分にも｢孝武太元十年+という記述があるほか,引用部分の前後をみても･ ｢溝板

帝延憲二年+ (秘書監粂), ｢貌明帝太和中+ (著作郎粂), ｢京帝興寧二年+ (光禄勲粂)など･帝

名･年号の形式を採る記述が多い｡

18) 『晋書』巻26,食貸志｡ただし｢声調式+とあるが,これは仁井田氏がいうとおり, ｢声調令+

と解するべきであろう(仁井田氏,注6)前掲書, p･ 227). 『令義解』巻2,r戸令,三蔵以下粂

(『新訂増補国史大系』〈以下『国史大系』と略称〉巻22, p･ 92)o

19)史書の任記に｢少入学+ ｢少好学+などの記述の多いことほよく知られているo しかし稀れに

｢年二十,不好学+ (『晋書』巻51,畠甫謎伝)といわれるようなケースもある｡この場合ほ, ｢年

二十+-r少+, ｢不好学+-｢好学+が対照をなしているが,このことを通じて｢少+が｢年二十+

以下であることが知られる｡

20)

21)

22)

23)

｢

『晋書』巻51,束菅伝｡

竹筒発掘ほ279年(威寧5)のことであった(『晋書』巻3,武帝紀)0

石壁の死,蛋華の司空在任,趨王倫の相国就任の年時は, 『晋書』巻4,恵帝紀による｡

越知重明｢晋南朝の秀才･孝廉+ (『史淵』116号, 1979年3月, p･ 86㍉ ただし太学に学んだ

庶民+ を被支配民衆と解するペきでほあるまい｡

(B) ｢形式意義的理論+と初期大学寮 前節で述べたように,西晋国子学が高氏のいわ

ゆる｢形式意義的学校+から｢実質意義的学校+ -転化するのに要した期間は,高氏前著

にいう足かけ18年でも,近著が主菜する26年でもなく,精々足かけ8年であった｡もっと



98 久木 幸男

もそれにしても泰姶令が規定する国子学が実際の開校に至るまでの間にほ相当の時間的距

りがあり,高環主菜の｢形式意義的理論+が西晋国子学に当てほまることほ確かである｡

しかし翻って考えると,高氏のこの｢理論+紘,もともと西晋国子学の設立課程をモデル

にして構築され,それが他の場合にも適用可能なことを主菜するものと考えられるので,

西晋に当てはまるのは当然のことである｡そしてこのように｢形式意義的理論+の提起を

試みられたという点で1),近著は単なる一例として西晋国子学をあげられた2)前著とは異

っている.本稿序で,近著が前著の論旨を深められたものと述べたのは,一つにはこの点
にかかわってのことであった｡

高氏前著があげられた西晋国子学の例を前稿で｢異例というべきではなかろうか+とし

たのに対し,近著でほ類似例は西晋のはか新羅国学や日本大学寮にも見出されるので決し

て｢異例+でほないと主張された｡しかしこれは,見方によってほいわゆる｢論点先取+

の誤りを犯されたものともいえる｡争点になっている大学寮の場合を,自説補強の材料に

使っておられるからである｡その上,高氏のあげられたこの例を,御慶制定から実際の開

校までに長期間を要した事例として仮に認めたにしても,それは後漠から唐代に至る古代

東アジア諸国･諸王朝一中国17王朝,朝鮮3国,および日本の計21国中の3例,つまり

1/7である｡西晋等の事例を｢異例+とした前稿拙説を反駁された高氏も,それが多数例

だとか通例だとかいわれるのではあるまい｡該当事例の多少とは別に, ｢形式意義的学校+

の成立から｢実質意義的学校+の完成までにはいくつかの段階があり得ることを, ｢形式

意義的理論+として主張しようとされたのではないかと思われる｡

ただ残念なことに,学校の成立過程においてある段階から次の段階への移行を可能にす

る要因や条件がどのようなものであるのかが,高氏の｢理論+では全く明らかにされてい

ない｡ ｢形式意義的理論+を教育史,とくに学校成立史の理論として提出されるからには,

個別ケースに即してこの要因や条件を抽出し,それをより普遍的な形に定式化することが

必要なのではないだろうか｡ところが前節で見たように,高氏ほ西晋国子学の成立過程を

相当詳しく叙述されたけれども,上記定式化ほもちろん,個別要因析出さえ試みられてい

ない.国子学の規定が泰始令に存在することを明らかにされたものの,以後,祭酒任命,

学官定置,学生招収に至るまでにそれぞれ何年かを要することになったのはなぜかが,そ

こでほ全く問われてtJJないのである｡ただ,令の規定と実際の施行とは時間的に別のこと

だということを歴史研究者は｢不可樟以軽心+といわれるのみである3'.多くの｢論史書+

たちがこのことをネグレクトする捻ど｢軽心+だとは思われないが,彼らはまた令の規定

が即時実施される場合もあることを知っているほずである｡どのような場合に即時実施さ

れ,どのような要因がそれを妨げるのかを明らかにすることこ.そが｢論史老,不可捗以軽

J亡J+る問題なのである｡

西晋の場合についていえば,国子学の規定を始めて令に盛り込んだ泰始令制定着たちは,

恐らくその早期実施を意図していたであろう｡純然たる上流貴族学校である国子学創出の

阻止要因ほ少なくなかったであろうが,少なくともその一つとして,漠以来の伝続を負い,

多数の学生を集めていた太学の存在が想定される.前にあげた泰始8年詔が,前節で推考

した如く太学の削減･抑圧と国子学の発展とをはかろうとしたものと解し得るなら,この
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詔は国子学成立過程の上で一つの画期をなすものとみることができる｡高氏のいわゆる

｢士庶不分+の古い教育システムを, ｢士庶貴賎,琵澗分明+ -と4',つまり身分制学校シ

ステムへと方向づける転換点がそこに見出されるからである｡そしてこのような転換点に

紘,新しいものの推進力のみならず,それに対抗する古いシステムのもつ潜勢力が,それ

ぞれを支える政治的一社金的諸条件とともに鮮明に立ち現われているほずであるo転換点

とは新旧システムの,いわば決戦場にほかならないからである｡従ってこのような転換点

旺着目することは,学校成立過程のある段階から次の段階-の移行において働く推進-阻

止要因を抽出するのに必要かつ有効な方法でほないかと考えられる.

しかし高氏ほ,西晋国子学の成立過程を述べるに当って,このような方法を採られなか

った｡氏はあるいほ272年を転換点とみることにほ賛成されず,
｢建置畳字+の年と見なさ

れた276年や,学官｢定置+の年とされた278年紅,転換点があると主菜されつづけるかも

しれないo しかしそれならそれで, 276年になぜ校舎が建てられたのか,換言すればそれ

以前にはなぜ校舎が建てられなかったのか,また, 278年になぜ始めて学官がおかれたの

か,換言すればそれ以前にはなぜ学官がおかれなかったのか,それぞれどのような要因や

条件が働いていたのか,ということを考察されるべきではなかったのだろうか｡､

このように新システムの実現が旧システムのために阻止された事情杏,西晋国子学に関

してほ明らかにされようとしなかった高氏も,新羅国学については,一応明らかにしよう

と努めておられる5)｡新羅国学が｢形式意義+から｢実質意義+に至るまでに前後65年を

要したとする高氏説が,そのまま麻記し得るものであるか否かについては目下未検討であ

り,暫く判断を保留せざるを得ない｡しかし高氏が新羅国学の早期成立を妨げたものとし

て花郎教育をあげておられるのほ,大筋においては恐らく適切であり,結局氏も,新しい

教育システムが創出されていく場合,その推進要因と阻止要因とが葛藤することを認めて

おられるのでほないかと思われるo しかしこれらの諸要因をほっきりと抽出し,そこに働

く歴史的メカニズムを定式化して示すという方向が,氏の｢形式意義的理論+にほ遺憾な

がら欠けているようである｡氏が史実の考証や提示のみに終始されているのであれば,秦

因抽出やその定式化はむろん問題にほならないであろう｡しかし近著において｢形式意義

的理論+を｢理論+として提起されたからには,それがより完全なものに近づくために,

叙上の点-のいっそうの配慮が必要であろう｡

このように理論として未成熟な点を含む｢形式意義的理論+を日本の場合にも適用し得

ると高氏は主張し,さらに近江令の存在を肯定する立場から, 668年の学校制度の創始,I

670年の学官設置, 675年の学生｢招収+という前著の説を近著でも繰り返されている｡こ

のうち学官設置の年に関しては高氏説･拙説の間に対立ほないo ･(a)668年を学校制度創

出の年と見なし得るかどうか; (b)675年を学生招収の年と考えてよいのか否か, (c)｢形

式意義的理論+ほ日本-も適用可能なのか不可能なのか,の3点が,大学創設ないし初期

大学寮の問題をめぐっての対立点である｡以下この3点についての高氏説を検討してみた

い｡

(a)高氏ほ近江令,さらにその学令の存在を肯定し,前著でほ学令の存在を推測し得る

間接的証拠とLて5点をあげられたが,それが学令存在の傍証にならないことを前稿で指
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摘した｡ところが近著でほこの指摘には答えず,単に｢従許多穿証看釆,筆者支持存在

読+といわれるのみであるo近江令の存否について諸説があることは改めていうまでもな

いが,その学令の存在については近江令存在論者の中でも,直接,間接の証拠を提出して

積極的に論じた人はいないようである｡それどころか武光誠氏のように近江令の存在を認

めても, ｢天智斬に後の令に相当するほど整った法令ほ作られなかった+とする立場もあ

る｡そしてこの立場からほのちの官位令･儀制令･衣服令に相当する内容が近江令に含ま

れていたという推測がなされているが6',学令の存在ほむろん主菜されていない｡仁井田

陸氏がすでに明らかにしているように,唐令にあっても閲元7年令は学令を欠き,武徳令,

永徽令では学令の存否は不明である7'｡それゆえ,近江令の存在を認める立場からしても,

それが学令を含むものであったことを推謝し得るに足りる傍証を見出すことほ極めて困難,

というよりほはとんど不可能であろう｡その上,前節でふれた西晋大学のように令成立以

前に学校が設置されている例もあるo唐初618年の国子学･大学･四門学設置の指令8'も,

唐代最初の令である武徳令(62峰)に先立っている｡このように律令が基本的法典であっ

た時代においても,令の制定を待たず単行法令によって学校が設置されるということは,

決して稀有のことではなかった｡それゆえ,近江令の存否を確認しなければ学校設立時期

を明らかにし得ないというわ桝ま全くない｡旧著でも前稿でも,近江令の存否という問題

にほ立ち入っていない｡ところが高氏近著は前稿拙説の一部を｢六六八年的近江令,更不

得祝為創設学校之年+と述べていると要約された｡これほ明らかな誤解である｡ ｢六六八

年的近江令+の存否についてほ判断を保留した上で, 670年に学校設置の指令が出された

とするのが,一貫した拙説の主張である.

(ち)675年が｢招収学生授課+の年であるとする高氏の所説についても,前著を補強す

る主張を近著で全くしておられないので,前稿で見落していたことを付加しておきたい｡

それほ一種の単純ミスであるが,高氏ほ前著において, ｢完成実質意義之学校教育+の年

を天武3年,即ち西暦675年とされたが,これほ674年の誤記である｡前摘もこれに引きず

られた形で高氏と同じ誤りを犯したが,ここに訂正しておきたい(なお近著でもこの誤りは

訂正されていない).この誤記問題を別にして,前稿拙説にほ改めるべき点ほ全くない.

(c)高氏の｢形式意義的理論+が現状では未成熟の面をもつことは,前述の如く否定し

勇凱､ところである｡従ってそれを′日本の学校成立過程の説明や解釈に用いることにほ,蒔

跨が感ぜられざるを得ない｡固より筆者ほこの｢理論+を妄説とは決して考えていない｡

従って前稿が｢無須分形式与実質+という意味のことを述べたとされる高氏近著での要約ほ,

誤っているといわざるを得ない｡前稿では｢両者(形式と実質)は論理的に区別し得るもの

であり,また時間的にも後者が前著に先立つものでないことほ当然+と,はっきり述べて

いるのである9'.もちろん状況によってほ両者の時間的間隔が接近する(極限としてほほと

んど同時)ということもあり得るであろう｡学校成立の各段階において, ｢形式+を｢実質+

化しようとする要因,それを阻害する要因がつねに働いているほずであり,前著が後者に

比して圧倒的に強大であれば,接近は当然起こる.ただ先述のとおり,これらの要因がど

のようなものであり,どのように作動する歴史的メカニズムのもとにあるのかということ

を,高氏は一般的にも,個別的にも十分明らかにしておられない｡このような｢理論+と
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しての未成熟性が克服されておれば,類似要因を日本の場合についても摘出しそこに手が

かりを求めて, 670年までなぜ学官が設置されなかったのか,もし学生招収が高氏のいわ

ゆる674年であるとすればその時まで学官ほ開店休業の状態におかれたのかなどを,説明

することができるはずである｡しかし｢形式意義的理論+の環状では,それは恐らく無理

というほかはないであろう｡

ただ先にふれた西晋国子学や新羅国学の場合から示唆されるところに従えば,日本にお

いても古い教育システムが学校成立過程においてどのような作用(ないし反作用)をしたか

ということが,一つの着眼点になるかもしれない.日本における学校成立以前の教育シス

テムと･L､えば,まず思い浮かぶのは史部集団の教育であろう｡創設直後の学校一初期大

学寮が百済亡命貴族を主とする渡来氏族集団の手中にあったことほ疑えないので,古い渡

来氏族である史部たちが新しい渡来氏族の学校の出現にどのように反応したのかという羊

とを, 『書紀』天武6年(677) 6月是月粂の東漠直に対する政府の講責や養老学令が東西

史部に入学資格を賦与している周知の事実などを視野に入れつつ分析することほ,上記二

要田の大小強弱を見きわめる上での有力な手がかりになるであろう.こうした作業を通じ

て｢形式意義的理論+を日本の場合に適用すること,より正確にいえばこの｢理論+に依

拠して初期大学寮の成立過程を解明することほ,決して不可能なことではないと考える｡

ただ現状では, ｢形式意義的理論+が日本における学校成立過程の説明理論になり得てい

ないことほ,やはり前述のとおりだというはかはない｡

(C)学職と大学寮 創設時の学校名称について高氏ほそれを大学寮だとされ,拙説ほ学
0 0

職と考えている｡前稿では『天武紀』にみえる兵庫騰が養老令制の兵庫寮に当ることを例
0 0

として後世の寮が職と呼ばれた事実があること(この点にほ旧著でもふれている),および

『天武紀』『持統紀』所見の大学寮という名称ほ, 『書紀』の官職･宮司名記載の仕方から

みて必ずしもそのままでほ信じられないことを指摘し, 『天智紀』10年正月是月条の学職

が当時の学校名称であって,高氏のように学職頭を｢学校教職之長官+とみるのほ誤りで

あることを述べた｡名称問題ほそれはど重要ではないと考え,前稿では｢簡単にふれ+た

にすぎないが,高氏はこれを非常に重要視されたらしく,近著でほ約8肩をこの問題に割

いて前稿拙説に反駁を加えられた｡再び｢簡単にふれ+･たのではかえって誤解を深めるこ

とになるかもしれないので,次にやや詳しく考えてみたい｡
0 0

兵庫職改称という問題について,高氏ほ兵庫職が養老令制で兵庫寮に改称されたのでほ

なく,養老令では単に｢兵庫+であったといわれる｡しかしこの改称があったということ

は別に筆者の新発見ではなく,よく知られた事実である｡かって坂本太郎氏も,近江令存

在説の立場から｢近江令官名一覧+の中で,兵庫職が套兵庫寮と改められたと指摘された
ことがあった10)0

ところが高氏は,養老令では『義解』 『集解』とも兵庫に寮の字はなく, 『令集解』所引

大同4年3月14日官符･天平神護元年閏10月25日官符も｢兵庫均無寮字+といわれる｡国

史大系本『令義解』に寮の字がないのは事実であるが, 『令集解』には巻5日次には単に
O

｢左右兵庫+とあるものの,本文にほ｢左兵庫寮右兵庫准之+とみえる11)｡この本文の下に

氏が取り上げられた大同4年･天平神護元年官符が引かれているので,高氏が｢左兵庫



102 久木 幸男

○

寮+の文字を見落されたのほふしぎである.また『令義解』一本に寮の字を含むものがあ

ることほ国史大系木頭注が注意しているとおりである12)｡つまり養老令でほ兵庫寮,兵庫

の両者が用いられており,上引『令集解』の本荘｢右兵庫准之+ほ寮の字を省略したもので

あることは確実である｡高氏挙例の中にも同じようなケースが含まれているかもしれない｡

ただし天平神護元年官符には｢出納兵庫器使+とあるので,この場合は武器を収蔵する兵

器庫と解され,大同4年官符は史生2人の設置を定めたものなので兵器庫を管理する宮司

を指し寮の字が略された可能性がある｡後者と同様の例としてほ元慶5年11月25日官符･

延書14年7月10日官符をあげることができる13)o寮の字が省略されることがあるのは兵庫

寮に限ってのことではなく,例えば弘仁9年5月25日官符の｢大学+は｢大学寮+ -の省略

である14)｡養老令以前の職が養老令制で寮と改称された例として兵庫職をあげたのほ,高

氏のいわれるような｢十分牽強+ではないのである｡

なおこのことに関連して高氏は,学聴頭の語は『天智紀』分注に1か所現われるのみだ

が,大学寮は『天武紀』 『持統紀』町‾2か所,大(学)博士は3か所見えるので,大学寮を

当初の学校名称と考えるペきだといわれている15)｡先に現われた名称(学職)より後出の

名称(大学寮)の方が信頼度が高いとされる理由は明らかでないが,前者が分注,後者が

本文で,しかも出現数が多いということでもあろうか｡いろいろの論点を含む主張ではあ

るが,まず上記分注の信板性についてほ,それを高く評価する意見が従来の研究に多いo

坂本太郎氏がこの分注を｢本文の筆者が本文と共に記した可能性の最も大きい分注の例で

ある+としているのほ,その一例である16).もっとも佐藤宗詩氏のように｢のちの加筆と

みなす方が妥当+とされる場合もある｡しかし｢のちの加筆+とは『書紀』成立以後の追

筆ということでほなく, ｢おそらく後に沙宅拓明が法官大輔に,鬼室集斯が学職頭となっ

たことを示すものとみなすべきであろう+という17)｡鬼頭清明氏ほ佐藤説を支持する立場

から加筆時期を問題にしつつ,紹明が天武2年(673)死亡している事実に注目,分注内容

が天智靭末の事実を示している可能性を否定できないと結論している18).近江令存否につ

いての論者の意見の相違19)が分住居額性に微妙に影響しているようであるが,いずれにせ

よ分注の史料的価値はそれぞれに東認されているのである｡

これに対して『天武紀』 『持統紀』にみえる大学寮という名称の信頼性を検討した研究

にはまだ接していないが,この4例(5例でないことについてほ注15)参照)を一様に｢すべ

て後代の名称で呼びかえたもの+とほ考えていないoすでに旧著でもふれているが2O),浄

御原令(689年6月)において大学寮の名が学校名称として採用された可能性もあると思わ

れるからである｡従って検討対象となるのは浄御原令以前の2例であるが,これを後世の

呼びかえとみるか原名(当時の呼称)とみるかほ,天智朝官髄と天武･持統朝官制の継続

性の問題とかかわっている｡この継続性についてほ, ⑦近江令が存在しその官制(大宝の

官員令に当るもの)が浄御尿令まで全く変化しなかった, ㊥近江令ほ存在したがその官制

には変化があった, ⑳近江令存在せず,官潮も変った,の三者が考えられる.そこで天智

朝の官司･官職名に対応する天武･持統朝のものを『書紀』の記述から拾うと第2表のよ

うになる.当面問題の学職一大学寮を除く5例は,名称に変化のないもの,名称の変った

もの,天武戟に存否不明のもの,存在すれば任命記事があるほずなのにそれがないため廃
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第2表 天智朝末-浄御原令以前の官司･官職名

年 月

天智朝官名l‡年月i天武･持統朝官名
671年1月 太政大臣,左･右大臣 (任命記事なし)

// 御史大夫 680年7月l納 言

// 法官(大輔) 678年10月[法 官

// 学職(演) 675年1月J大学棄

671年11月 大蔵省 686年1月】大蔵省

671年 大炊省 (存否不明)
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止されたと考えられるものに分れる.これをまとめると,天智朝一天武朝の間には完全な

意味での官制の継統性ほなく, ㊥か⑳であることが判明する｡つまり近江令の存否とほか

かわりなく,少なくとも一部官制が変っているのである｡従って,官制の変化が一切なく

その上675年にみえる大学寮の名が原名である場合にのみ成り立つところの高氏の説(675

年の大学寮名を670年まで遡及できるとする説)紘,成立のための確かな根拠をもたない

ということになる｡

このように,創設時の学校名についての高氏所説の不成立がさらに明らかになった以上,

『天武紀』『持統紀』にみえる大学寮名称の信頼性を検討する意味ほ減少したといえるo し

かし高氏ほ浄御原令以前の大学寮という名が後世の書きかえであるとする証拠を示すこと

を求めておられるので簡単に一言するo 『天武紀』『持統紀』にほ次のように養老令潮どお

りの官司･官職名(左側に記す)と,それに該当すると思われる別の名称(右側に記す)とが

現われている｡

宮内卿(天武9 ･7･25)-宮内官大夫(天武11･3･1)
大蔵省(朱鳥元･1･14)一大

蔵(朱鳥元･9･28) 左右犬舎人(朱鳥元･5･)一左右舎人(天武13･1･23) 民部省

(朱鳥元･7･10)一民官(朱鳥元･9･29)膳部(持統元･1･1)一膳夫(天武11･3･2郎

■各組の右側に記した名称が当時のものと思われるので,左側のものは当然後代の書きか

えと考えられる｡こうした傍例があるにもかかわらず大学寮に限ってそうでないと高氏が

主張されるなら,その証拠をこそ示されるべきであろう｡

ところで高氏が学職を学校名であることを認めようとされない理由の一つは,学を学館,

職を官職と解しておられるからで,近著でもこの主張を補強するためこの二語の使用例を

広く検討された｡そして学職ほ学館を勤務場所とする官職,すなわち教職であり,学職頭

ほその教職者つまり博士を｢統摂+する長官であるという主張を繰り返された｡そして,

学職頭が博士たちを統摂する長官なら, 670年当時多数の博士がいたのかと前稿で問うた

のに対し,多数の博士とは3世紀から大化までに『書紀』に現われる｢伝統博士+を一応

指すが,高氏自身の真意ほ｢学職頭が学校教職之頭であることを強調するにある+と近著

で答えられた｡この答には不分明な点もあるが｢伝統博士+とほ東野治之氏が｢ある技能

に秀でたもの+といわれるものに該当し, ｢多くは技術官+であろう21)｡学磯頭が技術官
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たちを統摂したということになるのは理解に苦しむところである｡

しかし一方で高氏ほ,直木孝次郎氏が藤原官跡出土木簡の｢薗職+ ｢陶官+が大宝令制

の園地司･宮陶司に当るとされた22)ことに賛意を表し,職には官職の意味のほか官司の意

味もあることを東認された｡そして学職ほ学校教職と解する以外に学館と解することもで

きるとされたが,後の意味の学職ほ決して特定の学校の名でほなく,岸序と同じく学校の

汎称であろうとも述べておられる｡設立当初の学校名が大学寮であったという主張は撤回

されていないものの,学職の職に官司,従って寮の意味もあり得ることを高氏が認められ

たことによって,校名をめぐる高氏説と拙説との相違点ほ,全く消滅したとほいえぬにし

ても,基本的には小さいものになったといえるo小さい相違点をめぐる拙説は上乗述べて

きているので付加するべきことは少ないが,次の一点だけを補足しておきたい｡それは,

薗職木簡についての鬼頭清明氏の説には傍聴するべきものがある,ということである｡鬼

頭氏はこの木簡の出土状況から,薗職ほ大宝令制園地司の前身宮司でない可能性があるこ

とを指摘されたのであるが23),この説に従えば薗職ほ大宝令制には継承されずその職務は

典薬寮に吸収された可能性が残ることになるo 7世紀の職が8世紀に寮にかわった例とし

ては,やはり兵庫職が一定の意義をもつのではないかと考えられる.

(D)ニ三の小さい閉居について 蛇足に近い形になるかもしれないが,高氏近著の中で

一考を煩わしたい問題の若干にふれるo その一つは,学職が教職の意味をもつという氏の

主張の傍証としてあげられた儒職という語についてである｡この語ほ高氏所引の橘直幹奏

状(954年)の例では文章博士を指し,まさに現代語でいう教職である｡しかし『二中産』

には儒職として式部大輔･学士侍読･摂関侍読･儒者弁･文章博士･大博士･算博士･大

外記･大夫史が列挙されている24).この中にはいわゆる教職者も含まれているが,紀伝･

明経･算道の出身者が就くことの多い官職が儒職なのである｡語義が時代によって変るこ

とほいうまでもないのであるから, 7世紀の問題を論じるのに10世紀の例を出されたこと

には疑問が残るとしなければならない.

同じく疑問,といってもこれほ氏の教えを請いたい点でもあるが,西晋条酒博士の職掌ほ

太学･国子学を｢総領+することであって｢諸学の長官的職位にあることは殆んど疑問が

ない+と近著で明言されている25).ところが他の箇所では｢西晋所設の国子学は太学に隷

属している+とか, ｢両晋にあってはこの国子学ほ大学に隷属している+とか,繰り返し

ていわれている26).一方『晋書』巻14,職官志には｢太常,有博士,協律校尉員,又統太

学諸博士+とみえる｡余滴博士(国子祭酒) ･太常･国子学･太学の統属関係は一体どのよ

うになっているのか,極めて理解が困舞である｡古代の宮司組織が現代の行政組織のよう

な統属関係をもって構成されていないことは想像㌢こ難くないが,上記4老の関係ほ余りに

も複雑である｡ぜひ明快な説明を頂きたいと思う｡

高氏が近著において, ｢大学寮之首任(長官) 『学聴頭』+と明瞭に述べられたのほ27),従

来の立場から大きく⊥歩を踏み出して前進されたものとして,港越ながら高く評価し,質

意を表する｡しかし官司名(大学寮)がその長官名(学職頭)と一致しないのは不合理であ

る｡この不合理を克服する方向に,研究をさらに一歩進められることを,併せてお瞬いし,

かつ期待したいと思う｡
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(E)得業生の性格について 730年大学寮に新設された得業生を唐の国子監大成になら

ったものと考えた旧著拙説に対し,高氏は同時に設置された典薬･陰陽二葉得業生を含め
てその性格を考えるべきだという立場から,日本独自の奨学制度であることを前著で論じ

られた｡前稿でほ,大学得業生は唐制の模倣だが二寮得業生については日本独自とする高

氏説が麻記されるとしたが,高氏近著ほこれに対し･ ①同時に始められた得業生制度のう

ち,一部が外国の模倣,一部が自国独創とするのは｢常理+でない,
㊥明経･医･算･明

法各1名という構成をもつ大宰府学得業生(845年)が唐制の模倣であるはずはないとして,

⑳唐制模倣説にほ何の証拠もない,と痛撃された2S)o

しかし①に関して高氏が述べられていることほ近著の他の箇所で述べられていることと

矛盾している｡高氏は日本が唐制の選択的受容をしたことを指摘されているのであるが29)I

選択的受容がある部分を採り,他を採らないことを意味することほいうまでもないo採ら

なかった部分はそのまま放置されることもあるが,自国独自のものをもってそれに付加す

ることも当然あるほずである｡大学得業生が唐制を模倣したものであり,二寮のそれが日

本独自のものであるということほ,まさに選択的受容がなされたことを意味するo決して

｢常理+に反することではないo ㊥得業生御慶が始められて以後1世紀余を経た時点で成

立した府学得業生ほ,むろん高氏のいわれるように唐制とは直接の関係はないo半ば唐制

軒こならい半ば日本の独創として発足した得業生制度が,それなりの発展を遂げた結果が･

府学得業生だともいえる｡もしそうであるなら,府学得業生は,中国に測源する｢共同性

質+の上に各国独自の展開が加って東亜教育圏の形成をみたとする高氏近著の基本主衷を

実証する些かな一例とみなすことができるはずであるo O直接証拠がないという高氏の批

判は当っているが,大学得業生が大成と極めて類似していることは前稿で述べたので繰り

返さないけれども,このことほ間接的証拠の一つにはなり得るであろうoそれに比べると

遠かに証拠力の弱い傍証ではあるが,平安時代に^/って大学得業生のみならず二葉得業生

までが,こんにちの大学院に近い高度専門家養成コースになった事実をあげておきたい｡

10世紀の得業生試制度の創始はそのことを示す30'o大成と無関係に始められたこ棄得業生

までが,結局大成にならった大学得業生と同じ性質のものになっている事実は見逃し難い

といわねばならない｡

以上,非常に不十分ながら高氏の拙説批判に答えた.高氏所説の理解不十分のため答え

られていない点があ叫まご寛恕を願うはかほないo

(付記)高氏のご批判に答えるべきことについて宮城教育大学の江森一郎氏から貴重な

ご示唆を頂いた｡とくに記して感謝の意を表するo
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